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新型コロナウイルス感染症防止への対応としての臨時休業について(連絡) 

 

 全国的に新型コロナウイルスへの感染が拡大しており、このような中、令和 2 年 4 月 10 日には、愛

知県知事より「愛知県緊急事態宣言」が発令され、三重県知事より「感染拡大緊急宣言」が発令されま

した。この宣言においては、感染拡大を防止する観点から、学校に対して、休業の要請があり、本学園

においては、学生及び保護者の皆様の安全・安心を第一に考え臨時休業することといたしました。 

臨時休業中の対応については、下記のとおりといたしますので、学生及び保護者の皆様には、今回の

緊急措置について、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。なお、休業期間の授業の不足分

につきましては、夏季に授業日を変更して行う予定です。 

 今後の予定の詳細については、本校ホームページにて、随時お知らせいたしますので確認願います。 

 

記 

 １ 臨時休業の期間と留意事項 

   令和 2 年 4 月 1６日(木)～令和 2 年 5 月 6 日（水）とします。(校外実習については、実習施設

の受入れが可能な場合は感染防止対策を徹底したうえで実施します。ただし、今後の状況によ

り変更することがあります。) 

   臨時休業中における家庭での学習方法については、各学科・担任から指示があります。 

   家庭において学習課題に取り組む等、有効に活用してください。 

登校日を設定することもあります。感染防止に十分配慮して登校してください。 

   学校からの連絡は、学校 HP への掲載及び学生へのメール等により行いますので、必ず確認し

てください。また、教職員は出勤していますので、質問や相談したいことがあれば学校へ連絡し

てください。 

    

 ２ 臨時休業期間中の健康管理 

   家庭において毎朝体温測定を行い、健康管理チェック表に記入し、体調管理に努めること。 

   咳エチケット・手洗いなどの基本的な感染症対策を徹底すること。 

   多くの感染が確認されている地域への不要不急の外出をしないこと。 

やむを得ず外出する場合は、マスクを着用すること。 

   集団感染を防止するために、３つの密を避けること。（換気が悪く、人が密に集まって過ごすよ

うな空間に集団で集まることを避けること。） 

   【連絡先】 ユマニテク医療福祉大学校  統合事務局(代表)   059-349-6033 

リハビリ校舎 (理学療法学科・ 作業療法学科) 059-349-2288 

                      歯科校舎 (歯科衛生学科) 059-349-6666  

(介護福祉学科) 059-349-6033  


